
林
業
基
本
法
と
林
業
構
造
改
善
事
業
に
つ
い
て

福?

島主

康3

記号

林政一般

は
じ
め
に

林
業
が
政
策
の
場
に
経
済
問
題
と
し
て
登
場
す
る
林
業
基
本
問
題
答
申
か
ら
林
業
基
本
法
制
定
に
至
る
経
過
は
、
ま
さ
に
「
混
迷
」

と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。
答
申
の
大
規
模
経
営
軽
視
の
ト
l
ン
に
対
し
て
業
界
団
体
か
ら
強
い
不
満
が
出
た
。
王
子
造
林

・
中
央
林
業

懇
話
会
(
日
本
林
業
経
営
者
協
会
に
改
組
)
の
樋
口
光
雄
氏
は
、
答
申
は
企
業
的
林
業
を
著
し
く
軽
視
し
て
い
る
。
農
政
の
従
属
的
犠

牲
か
ら
独
立
す
べ
き
で
あ
る
と
言
ぃ
、
農
業
答
申
の
資
料
は
一

m
に
も
達
す
る
。
農
業
経
リ
説
子
は
発
達
し
て
い
る
と
羨
ん
だ
(
『
山
林』

九
二
六
号
)
。
産
業
経
済
学
が
発
達
し
た
か
ら
と
一
言
っ

て
対
象
と
す
る
産
業
が
発
展
を
遂
げ
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
ま
い
が
、
本
稿

で
は
ま
ず
、
関
連
し
て
当
時
の
学
会
の
状
況
と
答
申
に
対
す
る
論
調
を
書
い
て
み
る
。

当
時
林
業
経
済
研
究
は
繋
明
朗
だ
っ
た
。
林
政
学
の
大
家
島
田
錦
蔵

(
東
大
)
、
塩
谷
勉
(
九
大
)
両
教
授
を
棚
上
げ
し
て
、
林
業

経
済
研
究
会
が
発
足
し
た
の
は
昭
和
三
十
一
年
だ
っ
た
。
老
大
家
〈
出
席
は
自
由
)
、
大
学
の
林
政
学
の
助
教
授
・
助
手

・
学
生
、
試

験
場
研
究
員
、
若
手
官
僚
諸
氏
、
レ

γ
ド
パ

l
ジ
に
遭
っ
た
元
官
僚
、
産
業
界
の
人
遣
が
、
信
奉
す
る
経
済
学
は
さ
ま
ざ
ま
だ
っ
た
が
、

月
に

一
回
集
ま
り
新
し
い
経
済
学
を
創
る
の
だ
と
の
意
欲
を
共
有
し
つ
つ
、
和
気
あ
い
あ
い
の
雰
囲
気
で
議
論
を
し
た
。
筆
者
は
当
時

学
生
、
答
申
が
出
た
直
後
に
東
大
北
海
道
演
習
林
に
就
職
し
、
そ
の
後
岩
手
大
学
に
転
任
し
て
、
林
業

・
山
村
の
現
場
を
歩
い
て
き
た
。
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そ
の
聞
に
研
究
会
は
学
会
に
な
り

『
山
林
』
に
関
口
尚
氏
の

筆
者
も
両
老
大
家
ど
こ
ろ
で
な
い
年
齢
に
達
し
て
し
ま
っ
た
。
林
業
基
本
問
題
答
申
に
つ
い
て
は

「逸
史
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り

(「『
林
業
の
基
本
問
題
と
基
本
対
策
』
と
そ
の
結
末
」
、
『山
林』

:
そ
れ
を
見
で
頂
く
こ
と
に
し
て
、

答
申
か
ら
基
本
法
制
定
に
至
る
経
過
を
聞
き
書
き
を
含
む
資
料
に
よ
っ
て
書
き
、

政
に
つ
い
て
は
現
場
か
ら
見
た
評
価
を
書
い
て
み
た
。

一
四
四
八

Eコ
τヲ
、、J、

基
本
法
林

一
林
業
基
本
問
題
答
申
を
巡
っ
て

農
業
基
本
法
の
公
布
は
農
業
答
申
の

一
0
カ
月
後
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
林
業
基
本
怯
公
布
は
林
業
答
申
カ
ら
一
一
一
年
九
カ
月
を
嬰
し

て
い
る
。

そ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
林
野
庁
調
査
課
に
い
た
坂
本

一
敏
氏
が
的
確
に
記
述
し
て
い
る
。
一

読
を
お
薦
め
す
る
(
倉
沢
博

編
著

『林
業
基
本
法
の
理
解
』
第
一
章
、
要
約
は

E
参
照
)
O

坂
本
氏
は
、
延
引
の
原
因
を
「
林
業
理
論
の
水
準
か
ら
も
行
政
の
態
勢

か
ら
も
基
本
問
題
を
そ
れ
以
上
建
設
的
に
検
討
す
る
素
地
に
欠
け
て
い
た
た
め
」
と
書
い
て
い
る
。

林
業
経
済
研
究
の
当
時
の
リ
ー
ダ
ー
達
は
答
申
に
慨
し
て
好
意
的
な
意
見
を
持
っ
て
い
た
。
農
林
漁
業
基
本
問
題
調
査
会
委
員
で
林

業
部
会
長
の
島
田
錦
蔵
氏
は
、
将
来
の
笠
冨
の
型
と
し
て
大
規
模
経
営
と
家
族
経
営
の
二
つ
の
類
型
を
考
え
て
い
る

(『
山
林
』
九
二

O
号
、
座
談
会
)。

京
大
助
教
授
半
田
良

一
氏

(後
に
教
授
〉
は
、
限
定
付
き
だ
が
、
担
い
手
を
家
旗
経
営
と
み
る
答
申
の
提
案
は
構

造
政
策
と
し
て
差
し
当
た
り
妥
当
な
線
と
述
べ
た

(『
山
林
』
九
一
八
号
)
O

基
本
問
題
調
査
事
務
局
に
属
し
て
い
た
休
業
試
験
場
経
営

部
野
村
勇
氏

門後
に
日
大
教
授
)
は
、
優
良
林
業
地
で
は
大
経
呂
が
優
れ
て
い
る
。
答
申
は
大
規
模
山
林
者
層
の
発
展
を
軽
視
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
読
み
方
の
P
R
が
必
要
と
述
べ
た
(
向
上
座
談
会
)
。

こ
れ
が
官
界

(林
野
)、
林
業
団
体
と
な
る
と
見
方
が
厳
し
い
。
初
代
林
野
庁
長
官
・
中
林
審
委
員

・
基
本
問
題
調
査
会
林
業
部
会

委
員
の
三
浦
辰
雄
氏
は
憤
癌
や
る
方
な
し
の
体
(
座
談
会
)
、

林
経
協
と
と
も
に
全
森
山
埋
も
大
規
槙
経
営
の
軽
視
を
批
判
し
そ
の
企
業

化
の
促
進
を
言
っ
た
o

林
業
答
申
の

一
カ
月
後
に
出
さ
れ
た
経
済
審
議
会
農
業
近
代
化
小
委
員
会
A

「
所
得
倍
増
計
画
」
に
お
け
る
農

林
漁
業
部
門
を
担
当
〉
「
農
林
複
合
の
目
立
経
営
」
の
育
成
と
並
ん
で
「
財
産
保
持
的
林
業
か
ら
企
業
的
林
業
へ
の
脱
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の
報
告
で
は
、

林政一般

皮
」
を
す
す
め
る
と
し
て
い
る
。

答
申
も

「並
立
」
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
答
申
作
成
を
担
当
し
た
林
野
庁
調
査
課
長
横
尾
誠
之
氏
は

『解
説
林
業
の
基
本
問
題

と
基
本
対
策
』
の
「
は
し
が
き
」
に
、
「
家
族
経
宮
的
林
業
」
を
担
い
手
と
す
る
答
申
の
「
読
み
方
」
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る

と
、
「
農
政
に
お
け
る
伝
統
的
な
自
作
農
主
義
を
そ
の
ま
ま
林
業
の
場
に
ひ
き
'
つ
つ
し
た
ら
の
」
と
の
岡
村
明
達
氏
(
政
治
経
済
要

所
、
後
に
愛
知
学
院
大
学
教
授
)
の
答
申
批
判
が
的
を
射
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
(
『
林
業
経
済
』

一
四
七
号
参
照
)
。
ま
た
、

農
業
基
本
法
第
二
十
二
条
(
農
業
構
造
の
改
善
と
林
業
)
に
関
連
し
て
、
農
林
省
官
房
調
査
官
相
坂
治
氏
が
、
山
村
で
は
林
業
を
兼
業

扱
い
心
し
な
い
で
農

・
林
所
得
あ
わ
せ
て
自
立
経
営
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
た
そ
う
だ
が
(
『山
林
』
九
二
六
号
)
、
農

林
官
僚
は
林
業
答
申
を
農
業
答
申
の
一
部
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

戦
後
林
野
庁
が
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
に
林
業
、
山
村
社
会
の
現
地
調
査
、
歴
史
研
究
を
委
託
し
、
尼
大
な
数
の
報
告
書
が
出

て
い
て
、
そ
れ
ら
を
纏
め
る
作
業
主
沢
博
氏
(
東
大
助
教
授
、
後
に
教
授
)
に
委
託
し
、
鈴
木
尚
夫
(
後
に
筑
波
大
学
号
、
ー

井
通
夫
(
東
大
助
手
、
後
に
教
授
)
、
小
田
許
久
(
林
野
庁
)
、
坂
本
一
敏
(
同
)
各
氏
、
筆
者
を
メ
ン
バ

ー
に
研
究
会
が
作
ら
れ
た

ζ

研
究
会
に
は
毎
回
の
よ
う
に
横
尾
調
査
課
長
が
出
席
し
て
、
熱
心
に
質
問
を
し
た
。
研
究
会
の
成
果
は
『
日
本
林
業
の
生
産
構
造
』
と

し
て
上
梓
さ
れ
る
が
、
研
究
会
で
は
謀
資
本
の
利
子
生
み
資
本
的
性
格
が
主
要
な
話
顕
だ
っ
た
。
「大
林
野
所
有
に
お
け
る
宵
笠

産
」
を
担
当
し
た
鈴
木
氏
は
、
育
林
資
本
は
近
代
的
経
済
諸
関
係
の
も
と
で
利
子
生
み
資
本
そ
の
も
の
(
擬
制
的
だ
が
一
だ
と
言
て
た

の
だ
。
な
お
、
家
族

(労
作
)
的
林
業
に
つ
い
て
は
筒
井
氏
が
担
当
し
、
老
人
労
働
が
造
林
を
担
っ
た
と
述
べ
て
い
る
c

当
時
、
学
会
メ
ン
バ

ー
が
林
業
近
代
化
研
究
を
進
め
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
業
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展

の
理
論
を
日
本
林
業
に
適
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
農
業
理
論
援
用
型
も
あ
り
、
そ
れ
は
横
尾
氏
好
み
だ

っ
た
と
思
う
が
、
育
林
・
素
材

生
産

一
貫
経
営
化
論
、
固
有
化
論
な
ど
多
彩
だ
っ
た
。

な
み
に
、
家
族
経
営
的
林
業
経
営
を
将
来
民
有
林
林
業
の
中
核
と
し
て
育
成
し
て
い
く
考
え
方
は
、
政
府
、
与
党
聞
の
意
見
を
調

整
す
る
段
階

c
芋
九
年
二
月
頃
)
ま
で
法
案
の
一
つ
の
桂
と
な
っ
て
い
た
が
、
思
想
は
と
も
か
く
定
義
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
の
意
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見
も
あ

っ
て
国
会
提
出
法
案
か
ら
字
句
は
消
え
て
い
る
(
野
原
正
勝
・
本
名
武
『
林
業
基
本
法
』
)
。

{子
句
が
「
小
規
模
林
業
」
に
な
り

思
想
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
林
野
の
偏
頗
な
所
有
構
造
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
答
申
の
思
想
を
深
追
い
し
て
い
る

林
政
学
教
科
書
が
み
ら
れ
る
。

ニ
林
業
基
本
法
の
成
立

基
本
問
題
林
業
答
申
の
あ
と
中
央
森
林
審
議
会
は
数
次
に
わ
た
り
中
問
答
申
を
行
っ
た
。

そ
の
最
終
答
申
は
国
有
林
経
営
の
あ
り
方

に
つ
き

「経
営
の
合
理
化
川
強
力
に
推
進
す
る
」
と
述
べ
る
に
止
ま
り
、
そ
の
基
本
的
方
策
に
は
触
れ
ず
検
討
中
と
し
、
そ
れ
が
政
府

の
基
本
対
策
に
関
す
る
法
伽
的
措
置
の
遅
れ
の
言
い
訳
に
な
り
基
本
法
案
の
制
定
作
業
を
遅
ら
せ
た
大
き
な
原
因
に
な
っ
た
。
そ
の
う

ち
「
国
民
の
権
利
義
務
に
直
接
関
部
し
な
い
法
律
案
の
上
提
は
可
及
的
に
や
め
る
」
と
の
閣
議
決
定
(
三
十
八
年
八
月
)
が
あ
り
林
業

基
本
法
案
の
閣
議
申
請
の
陣
害
と
な
り
、
加
え
て
林
業
問
題
に
対
す
る
国
会
議
員
の
認
識
の
薄
さ
、
利
害
の
相
反
す
る
林
業
団
体
聞
の

足
並
み
の
不
揃
い
の
な
か
、

政
府
、
林
野
庁
幹
部
(
田
中
重
五
長
官
〉
は
大
き
な
努
力
を
払
い
、
一
一一
十
八
年
十
月
基
本
法
自
民
党
案
作

成
に
ζ
ぎ
つ
け
た
(
野
原

・
本
名
〉
O

隅
田
達
人
氏
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
(
「
国
有
林
経
営
に
お
け
る
『
二
確
認
』
問
題
に
つ
い
て
」
、

『
山
林
』

一
四
四
三
号
)
、
法
案
通
過
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
の
が
日
本
社
会
党
の
動
向
だ
っ
た
。

社
会
党
は
三
十
七
年
十
一
月
の
党
大
会
で
「
山
林
政
策
大
綱
」
を
決
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
森
林
の
基
本
的
法
制
策
定
の
作
業
を
進

め
て
い
た
o

森
林
の
公
益
的
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
経
済
的
機
能
を
発
揮
怠
せ
る
こ
と
が
法
案
の
趣
旨
で
あ
り
、
基

本
法
は
宣
言
法
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
指
針
だ
け
与
え
て
あ
と
は
単
独
の
実
施
法
と
し
て
補
強
し
て
い
く
。
既
存
の
森
林
法
は
解
体
し

て
「
森
林
基
本
法
」
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
現
状
認
識
に
つ
い
て
も
政
府
と
社
会
党
と
の
聞
に
基
本
的
な
考
え
方
の
相
違
が
あ

り
、
政
府
案
を
部
分
的
に
修
正
す
る
だ
け
で
は
解
決
し
え
な
い
限
界
を
持
っ
て
い
た
。
だ
が
、

国
会
審
議
の
最
終
段
階
で
、
国
有
林
野

事
業
の
役
割
、
使
命
と
経
営
の
あ
り
方
の
問
題
で
修
正
協
議
と
は
別
途
の
形
で
折
衝
が
田
中
長
官
と
社
党
の
芳
賀
貢
・
北
村
暢

両
議
員

と
の
間
で
行
わ
れ
い
わ
ゆ
る
「
七
確
認
」
な
る
メ
モ
に
よ
る
確
認
が
行
わ
れ
た
o

そ
の
中
に
直
営
直
用
を
母
体
と
す
る
三
原
則
な
ど

カ
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
内
容
を
基
本
法
案
中
の
国
有
林
野
事
業
の
関
係
条
項
の
中
に
障
入
、
修
正
す
る
こ
と
を
社
会
党
は
求
め
た
が
、

す
で
に
時
間
切
れ
寸
前
の
段
階
で
、
や
む
な
く
メ
モ
に
と
ど
ま
っ
た
(
そ
れ
が
「
二
確
認
」

に
繋
が
る
の
だ
が
〉
。
さ
ら
に
国
有
林
解

放
の
動
き
が
微
妙
に
か
か
わ
っ
て
き
て
、
法
案
は
政
府
案
の
部
分
的
な
修
正
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
最
低
限
の

も
の
と
し
て
、
森
林
資
源
の
確
保
、
公
益
的
機
能
の
部
分
が
追
加
修
正
さ
れ
た
。
全
林
野
労
働
組
合
副
委
員
長
だ
っ
た
木
村
武
氏
は
、

桂
成
立
に
至
る
経
過
を
こ
う
述
べ
て
い
る
(
『国
民
と
森
林
』
八
O
号)。

三
十
八
年
十
二
月
固
有
林
解
放
促
進
大
会
が
関
か
れ
、
国
有
林
野
解
放
特
別
措
置
法
の
制
定
、
国
有
林
野
活
用
の
促
進
を
決
議
し
、

自
民
党
内
の

一
部
勢
力
を
背
景
と
し
て
一
層
活
発
化
し
、

三
十
九
年
六
月
に
は
国
有
林
野
解
放
全
国
大
会
が
聞
か
れ
、
国
有
林
野
解
放

特
別
措
置
法
の
具
体
案
を
か
か
げ
て
そ
の
成
立
を
叫
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
結
果
的
に
は
「
時
の
情
勢
」
を
好
転
さ
せ
る
要
因
に
な
っ
た
。

基
本
法
が
あ
る
意
味
で
は
解
放
運
動
に
対
処
し
う
る
よ
う
な
条
文
(
第
四
条

一
項
)
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
(
坂
本
)
。

日
本
林
業
同
友
会
副
会
長
だ
っ
た
神
足
勝
浩
氏
は
、
林
業
基
本
法
が
成
立
に
至
っ
た
の
は
、
木
村
武
氏
の
法
案
成
立
を
巡
る
粘
り
強

い
活
動
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
と
言
い
、
ま
た
、
林
業
同
友
会
の
初
代
会
長
穎
川
穂
助
氏
が
吉
田
元
首
相
に
働
き
か
け
法
案
作
り
が
動
き

だ
す
き
っ
か
け
を
作
り
、
田
中
重
五
長
官
の
背
中
を
押
し
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
穎
川
氏
は
同
郷
で
既
知
の
間
柄
だ
っ
た
吉
田
元
首

相
を
大
磯
に
尋
ね
て
林
業
基
本
法
の
必
要
性
を
進
言
し
、
元
首
相
が
政
府
関
係
者
に
意
向
を
伝
え
て
そ
れ
が
突
破
口
に
な
っ
た
と
の
こ

と
。
参
考
ま
で
に
記
す
。

田
中
氏
が
三
十
八
年
五
月
長
官
に
な
っ
た
直
後
、
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会
委
員
長
高
見
三
郎
氏
に
議
員
会
館
に
呼
び
出
さ
れ
、
自

民
党
の
同
委
員
会
理
事
・
党
農
林
部
長
野
原
政
勝
氏
、
同
委
員
会
理
事
本
名
武
氏
立
会
い
の
も
と
で

「調
査
会
答
申
」
庖
晒
し
の
無
責

任
を
叱
責
さ
れ
、
そ
の
直
後
二
代
の
事
務
次
官
に
同
趣
旨
の
注
意
を
受
け
た
と
書
い
て
い
る
(
『
林
野
会
会
報
』
二
二
号
)
。
こ
う
し
て
、

最
後
ま
で
そ
の
制
定
の
可
能
性
を
疑
わ
れ
つ
つ
も
(
坂
本
)
、
政
府
案
は
七
項
目
の
修
正
を
受
け
、
自
民
党

・
社
会
党

・
民
社
党
三
党

の
共
同
修
正
案
と
し
て
三
十
九
年
六
月
十
九
日
衆
議
院
を
、
同
二
十
六
日
に
参
議
院
を
通
過
し
た
。

こ
の
林
業
基
本
法
は
、
資
源
政
競
的
な
修
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
実
体
法
」
だ
が

「基
本
的
な
法
律
」

林政一般
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業
の
生
産

・
流
通

・
構
造
に
関
す
る
「
宣
言
法
」
だ
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
回
り
く
と
い
こ
の
言
い
方
は

『林
業
基
本
法
の
国
会
記
録

と
解
説
』
の
説
明
等
に
よ
る
も
の
で
、
基
本
法
を
い
ち
お
う
林
野

・
林
業
法
全
体
の
上
位
法
と
言
え
る
と
書
い
た
記
述
も
あ
る
が

(
『
現
代
行
政
法
学
全
集
」
)
そ
れ
も
「
実
体
的
に
み
れ
ば
両
法
並
立
」
と
言
っ
て
い
る
。

三
基
本
法
林
政
と
い
う
も
の

問
題
は
、
法
案
作
成
の
過
程
の

「中
断
」
に
お
け
る
「
混
迷
」
の
う
ち
に
、
林
業
を
巡
る
情
勢
に
極
め
て
大
き
い
変
革
が
進
行
し
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
三
十
六
年
物
価
高
騰
を
主
導
す
る
と
言
わ
れ
た
材
価
の
急
騰
に
対
処
す
る

「
木
材
価
格
安
定
緊
急
対
策
」
に
よ
り
、

緊
急
に
国
有
林
の
増
伐
、
港
湾

・
防
疫
施
設
整
備
な
ど
外
材
輸
入
態
勢
が
整
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
特
記
す
べ
き
は
、
昭
和

三
十
五
年
の
新
安
保
条
約
締
結
、
貿
易
自
由
化
大
綱
策
定
、
ガ

γ
卜
加
盟
、

三
十
六
年
関
棋
の
大
改
正
、
三
十
八
年
ガ
ッ
ト
十

一
巻
困
、

三
十
九
年
I
M
F
八
条
国
へ
と
、
急
速
に
開
放
経
済
体
制
に
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方、

三
十
八
年
中
小
企
業
基
本
法

・
中
小

企
業
近
代
化
促
進
法
制
定
、
製
材
業
と
新
た
に
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
チ
ッ
プ
工
業

・
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
を
近
代
化
法
の
指
定
業
種
と
し

生
産
性
向
上
を
図
っ
た
。
そ
れ
が
工
業
団
地
の
造
成
、
市
町
村
の
企
業
誘
致
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
大
規
模
な
港
湾
製
材
工
場
の
建
設
を

促
進
し
、
木
材
経
慌
の
外
材
化
は
急
速
に
進
ん
だ
。

池
田
首
相
の
大
ボ
ラ
と
言
わ
れ
た

「国
民
所
得
倍
憎
計
画
」
は
、
林
業
基
本
問
題
答
申
に

一
月
遅
れ
て
出
て
い
る
。
世
界
市
場
に
適

合
し
た
輸
出
構
造
の
確
立
を
指
向
し
、
生
産
性
の
高
い
部
門
に
投
資
を
集
中
、
産
業
構
造
高
度
化
と
企
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
誘

導
し
、
農
林
漁
業
の
近
代
化、

中
小
企
業
の
育
成
強
化
を
す
す
め
、
二
重
構
造
の
緩
和
を
は
か
る
内
容
で
あ
る
。

「木
材
緊
急
対
策
」

は
経
済
運
営
の
当
然
の
道
筋
と
し
て
木
材
経
済
の
外
材
化
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。

一一一
十
九
年
不
況
で
民
間
設
備
投
資
主
導
の
経
済
成

長
は
終
わ
り
、
政
府
は
公
債
発
行
に
よ
り
財
政
規
模
を
拡
大
し
、
公
共
事
業
増
に
よ
る
需
要
創
出
(
ケ
イ
ン
ズ
政
策
)
と
経
済
国
際
化

の
い
っ
そ
う
の
進
展
を
図
り
、
景
気
は
再
び
成
長
軌
道
に
乗
る
。
基
本
法
林
政
は
当
然
、
こ
れ
ら
経
済
政
策
の

一
環
な
い
し
強
い
影
響

を
受
け
実
施
さ
れ
て
い
る
。

96ー

昭
和
四
十
年
代
は

「
い
ざ
な
ぎ
景
気
」
の
な
か
新
全
総
(
四
十
四
年
て
列
島
改
造
論
(
四
十
七
年
)
と
沸
き
に
沸
い
た
ま
こ
と
に

賑
や
か
な
時
代
で
、
企
業
の
寡
占
化

・
国
際
化
、
都
市
化
が
、
産

・
政

・
官
の
「
鉄
の
連
環
」
の
も
と
国
家
が
主
導
し
進
ん
だ
。
国
の

財
政
規
模
は
五
倍
、

一
般
会
計
産
業
経
済
費
は
七

・
五
倍
に
膨
張
し
て
い
る
。

こ
の
な
か
展
開
し
た
林
政
の
特
徴
の
第
一
は
、
基
本
法
で
は
森
林
法
が
目
的
と
し
て
い
る
森
林
資
源
の
保
続
培
養
、
国
土
保
全
は
、

林
業
の
振
興
を
図
る
そ
の
結
果
と
し
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
捉
え
方
が
基
本
に
な
っ
て
い
て
(
前
記

『解
説
』『
法
学
全
集
』
に
よ
る
)
、

今
後
と
も
木
材
需
要
は
増
加
を
続
け
、
木
材
価
格
は
高
水
準
で
推
移
し
、
外
材
は
国
産
材
の
補
完
的
な
も
の
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
た

(前
記

『解
説
』
及
び
関
口
論
文
参
照
)
。
ζ

う
し
て
水
源
林
造
成
を
も
含
め
て
、
拡
大
造
林
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
た
。
基
本
法
林
政

の
最
大
の
問
題
点
は
、
こ
の
前
提
が
脆
く
も
崩
れ
去
り
、
少
な
か
ら
ぬ
負
担
を
後
年
に
持
ち
越
す
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
国
は
三
十

年
代
か
ら
経
済
国
際
化
を
着
々
進
め
、
基
本
法
林
政
と
同
時
並
行
的
な
い
し
先
駆
け
て
外
材
体
制
を
作
り
上
げ
て
い
っ
て
い
る
。
一

方

一

の
林
政
は
、
造
林
停
滞
に
対
処
す
る
た
め
直
接

・
間
接
に
官
製
の
性
格
を
強
め
、
そ
れ
を
造
林
補
助
金
か
さ
上
げ
補
助
残
融
資
、
融

引

資
造
林
、
さ
ら
に
公
的
機
関
に
よ
る
融
資
造
林
と
い
う
よ
う
に
、
事
業
費
増
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
を
融
資
に
依
存
し
進
め
た
の
で
あ
る
c

一

融
資
依
存
は
後
年
の
負
担
を
加
重
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
が
、
基
本
法
林
政
の
第
二
、
第
三
の
特
徴
に
な
る
。

四
十
年
代
、
林
業
に
対
す
る
財
政
支
出
も
、

一
般
会
計
予
算
総
額
四
六
倍
、
う
ち
非
公
共
五
倍
に
増
え
た
。
し
か
し
、
国
家
予
算

総
額
に
対
す
る
比
率
は

0
・
七
%
か
ら

0
・
六
%
に
低
下
し
た
。
こ
れ
ら
数
値
が
、
当
時
国
が
林
政
に
期
待
し
た
も
の
を
物
語
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
る
。

林政一般

四
林
業
構
造
改
善
事
業
に
つ
い
て

林
業
構
造
改
善
事
業
を
通
し
て
進
め
ら
れ
た
基
本
法
林
政
に
つ
き
、
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

政
府
は
ま
ず
入
会
林
野
の
権
利
関
係
を
私
権
化
し
、
公

-
共
有
林
の
広
葉
樹
林
を
拡
六
造
林
の
前
生
樹
処
理
の
名
目
で
補
助
金
を
交

付
し
、
森
組
作
業
班
と
チ
ェ

ー
ン
ソ
1
・
集
材
機
の
組
合
わ
せ
の
機
械
作
業
方
式
で
皆
伐
し
、
パ
ル
プ
原
料
を
安
価

・
大
量
に
供
給
し
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た
。
そ
し
て
八
ム
的
機
関
が
融
資

・
分
収
造
林
方
式
に
よ
っ
て
大
面
積
の
造
林
地
を
団
地
的
纏
ま
り
を
も

っ
て
造
成
し
た
。
二
次
林
構
で

は
、
私
有
林
の
林
地
集
団
化
と
施
業
共
同
化
・

計
画
化
そ
し
て
作
業
機
械
化
が
企
図
さ
れ
る
。
団
地
共
同
森
林
施
業
計
画
制
度
(
団

共
)
・
高
密
路
網

・
自
走
式
高
性
能
機
械
を
組
合
わ
せ
て
、

造
林
か
ら
伐
出
ま
で
の
高
能
率
作
業
を
行
う
経
営
方
式
「
高
度
集
約
施
業

団
地
協
業
経
営
」
が
登
場
し
、
森
林
更
新
技
術
に
問
題
は
残
る
が
、
林
地
所
有

・
林
業
経
営
構
造
改
革
の
展
望
を
示
し
た
。
ぞ
が
、
型

地
造
林
制
度

・
団
共
で
林
地
の
団
地
化

・
施
業
共
同
化
を
促
し
は
し
た
も
の
の
甚
だ
不
十
分
で
あ
り
、
土
壌
調
査
に
よ
り
林
一
上
林
相

経
営
条
件
に
関
係
な
く
拡
大
造
林
を
進
め
る
資
源
政
策
の
修
正
は
実
質
的
に
は
な
か
な
か
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
対
応
す
る
怪

営
部
門
の
素
材
生
産
業
を
四
十
九
年
助
成
の
対
象
と
す
る
な
ど
、
遅
々
と
し
て
い
る
が
施
策
は
順
次
進
め
ら
れ
る
。
素
材
生
産
業
は
外

材
輸
入
増
加
の
中
で
、
製
材
工
場
に
原
料
丸
太
を
供
給
す
る
下
請
親
方
組
織
か
ら
自
立
し
、
階
層
分
化
が
進
ん
で
い
た
。

構
造
改
革
の
中
心
的
ゾ
フ
ト
と
な
る
筈
の

「団
北
ハ
」
だ
が
、

共
同
化
の
名
目
に
ょ
う
て
最
高
率
の
助
成
が
可
能
と
な
り
、
落
ち
込
ん

だ
林
家
の
造
林
意
欲
を
当
面
励
起
す
る
意
味
の
も
の
だ
っ
た
。
「
高
性
能
」
機
械
導
入
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
過

・
現
状
と
も
い
か
ζ

会

gfl、
国
有
林
や
ゴ
ル
フ
場
建
設
の
た
め
の
森
林
伐
採
に
使
わ
れ
た
大
型
機
械
の
私
謀
現
場
へ
の
適
応
の
道
筋
は
作
十
こ

」
h
h
t
d

た
c

担
い
手
と
し
て
森
林
組
合
組
織
と
作
業
班
の
強
化
育
成
が
図
ら
れ
、
流
出
を
続
け
る
農
家
の
労
働
力
を
繋
ぎ
留
め
、
山
村
の
秩
序
を

一
時
で
も
維
持
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
森
組
は
林
構
に
よ
り
機
械
を
装
備
し
、
森
組
ら
し
く
な
っ
た
。
だ
が

一
方
、
国
の
補
助
金
取

扱
い
窓
口
と
も
な
り
、
森
林
整
備

・
公
共
事
業
を
独
占
し
、
行
政
の
末
端
機
関
の
観
を
呈
し
た
。
こ
れ
ら
が
森
組
の
補
助
金
依
存
体
質

を
抜
き
難
い
も
の
と
し
、

作
業
班
員
の
雇
用
関
係
改
善
が
進
ま
な
い
原
因
と
も
な
っ
た
。

:
J
J
(
¥ι
刊
誌
総
告
は
増
大
し
林
義
造
改
革
の
方
向
は
と
も
か
く
提
示
し
た
。
だ
が
、
造
林
地
の
保
育
は
お
し
な
べ
て
進
め

お
く
て
伺
屯
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
の
国

・
県
の
事
業
は
失
業
救
済
の
意
味
も
あ
り
、
提
示
さ
れ
た
経
営
方
式
を
実
現
す
る
草
笛
こ
は

幾
多
の
困
難
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
零
細
企
業
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
林
業
の
他
産
業
と
の
格
差
是
正
、
安

定

的

色
、
従

事
者
の
地
位
の
向
上
の
道
は
遠
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
も
、
山
村
社
会
を
維
持
し
森
林
の
管
理
を
進
め
る
た

一 回 一
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め
に
、
小
生
産
者
の
立
場
に
配
慮
し
た
山
村
農
業

・
林
業
の
振
興
策
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
。

か
つ
て
先
進
的
産
業
だ
っ
た
林
業
は
近
代
産
業
の
発
達
に
よ
り
後
進
産
業
と
な
り
、
植
民
地
開
発
や
海
外
投
資
に
よ
り
木
材
が
海
外

か
ら
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
林
業
生
産
の
停
滞
は
決
定
的
に
な
り
、
資
源
政
策
は
強
化
さ
れ
計
画
制
度
や
助
成
制
度
が
登
場
す
る
。

森
林
は
歴
史
の
産
物
、
そ
の
時
々
の
社
会
経
済
あ
る
い
は
政
葉
を
反
映
し
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
前
は
日
本
資
本
主
義
の
特

殊
な
構
造
の
な
か
で
労
働
集
約
な
人
工
造
林
が

一
定
進
み
、
ま
た
戦
後
は
薪
炭
生
産
の
崩
壊
に
よ
り
過
剰
化
し
た
林
野
と
労
働
力
を
結

合
し
た
形
で
農
家
造
林
が
、
そ
し
て
高
材
価
の
も
と
大
現
模
所
有
者
の
山
村
滞
悶
思
刀
働
力
雇
用
に
よ
る
造
林
が
進
ん
だ
。
兼
業
化
・

過

酷
化
の
進
行
と
と
も
に
、
当
然
の
理
と
し
て
造
林
は
停
滞
す
る
。
造
林

・
間
伐
を
進
め
る
に
は
補
助
金
の
か
さ
上
げ
、
公
的
機
関
の
関

与
は
必
黙
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
材
価
を
極
限
ま
で
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

-
昨
年
物
故
し
た
柳
幸
広
畳
氏

(九
大
教
捜
)
は
、
育
林
資
本
は
生
産
期
間
の
長
期
性
ゆ
え
に
育
林
投
資
を
市
場
の
変
動
に
対
応
し

て
調
節
す
る
こ
と
か
で
き
ず
、
立
木
価
格
は
地
代
法
則
に
支
配
さ
れ
、
市
場
逆
算
と
し
て
し
か
決
ま
ら
な
い
と
論
じ
た

(『
木
材
価
格

形
成
論
』
)。
育
林
は
産
業
と
し
て
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
が
経
済
政
策
を
転
換
し
な
け
れ
ば
、
森
林
に
つ
い
て
も
過

去
の
遺
産
の
劣
化、

食
い
潰
し
は
進
む
ば
か
り
て
あ
る
。

そ
う
い
う
な
か
で
、
高
密
路
網

・
大
型
機
械

・
家
族
労
働
力
と
い
う
形
で
活
路
を
求
め
る
大
規
模
所
有
者
の
事
例、

ま
た
中
小
規
模

の
林
家
が
共
同
で
素
材
生
産
業
に
進
出
し
経
営
展
開
を
図
る
事
例
、
小
規
模
零
細
分
断
的
な
林
地
を
纏
め
て
活
発
な
活
動
を
展
開
す
る

森
林
組
合
も
現
れ
て
く
る
が
、
保
育
遅
れ
の
人
工
林
は
累
積
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

最
後
に
市
場
の
問
題
に
つ
い
て

一
言
し
た
い
。
木
材
市
場
は
大
企
業
商
品
の
外
材
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
、
工
業
製
品
同
様
に
部
材

化
さ
れ
て
住
宅
産
業
大
手
メ
ー
カ
ー
の
下
請
中
小
企
業
の
ル
ー
ト
を
流
れ
、
国
産
材
は
そ
の
透
き
間
を
埋
め
る
だ
け
で
戦
後
造
林
木
の

市
場
形
成
は
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
が
林
業
苦
境
の
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
構
造
は
、
こ
れ
ま
で
み
て

き
た
よ
う
な
経
済
成
長
最
優
先
の
政
策
、
住
宅
政
策
を
含
む
、
土
建
投
資
に
よ
り
成
長
率
を
稼
ぐ
政
策
も
そ
の

一
環
だ
が
、
そ
の
経
済

政
策
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
根
底
的
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

二
次
林
構
開
始
か
ら
数
年
経
っ
た
五
十
年
に
か
か
る
時
期
に
、
筆
者
は
岩
手
県
北
上
山
地
山
村
を
農
家
林
業
の
調
査
に
歩
い
て
い
た
。

県
の
普
及
職
員
が
老
若
の
ぺ
ア
で
農
家
を
回
り
、
冠
婚
葬
祭
に
は
顔
を
出
す
な
ど
そ
の
生
活
に
と
け
こ
み
、
造
林
こ
そ
が
山
村
で
子
弟

に
人
間
ら
し
い
生
活
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
方
法
と
、
造
林
思
想
を
説
く
を
し
ば
し
ば
見
た
。
ま
た
県
の
公
的
造
林
拡
大
の
収
東
方

針
に
対
し
て
、
北
上
山
地
山
村
の
あ
る
若
い
村
長
が
山
村
は
林
業
以
外
に
生
き
る
道
が
な
い
、
困
る
と
発
言
を
し
た
の
が
記
憶
に
残
る
。

薪
炭

2が
壊
滅
し
て
、
上
層
農
家
で
は
林
業
に
生
き
残
る
ぎ
求
め
た
。
当
時
そ
れ
ら
農
林
家
で
は
跡
継
ぎ
も
農
林
業
に
従
事
し
て

い
た
c

そ
の
一
方
で
農
家
下
屈
で
は
当
主
も
兼
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
伐
採
し
な
く
な
っ
た
薪
炭
林
は
ま
だ
若
く
青
々

と
生
長
を
続
け
、
山
村
景
観
を
彩
っ
て
い
た
。

当
時
が
山
村
の
最
も
活
気
の
あ
っ
た
時
期
で
は
な
か
っ
た
か
。
農
家
を
尋
ね
る
と
近
く

の
畑
に
で
も
必
ず
当
主
が
い
て
、
長
い
時
間
質
問
に
答
え
て
く
れ
た
。
季
節
に
は
家
族
総
出
の
長
時
間
労
働
で
所
得
が
高
い
と
は
い
え

な
い
工
芸
作
物
農
家
の
造
林
活
動
が
最
も
活
発
で
、
農
政
に
よ
り
作
ら
れ
た
酪
臨

・
畜
産
専
業
農
家
で
は
造
林
地
の
手
入
れ
に
も
手
が

回
ら
な
い
状
態
だ
っ
た
。
こ
の
後
も
自
立
農
家
の
勤
労
者
と
の
均
衡
所
得
水
準
は
上
昇
す
る
ば
か
り
、
や
が
て
上
層
農
林
家
の
後
一
継
者

ι賃
労
働
霊
煮
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
林
業
の
現
場
で
は
今
後
の
見
通
し
に
濃
い
影
が
さ
し
て
き
で
い
た
時
代

だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
時
期
、
十
和
田
国
有
林
で
プ
ナ
林
の
皆
伐
と
ス
ギ
の
一
斉
造
林
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
現
場
を
前
に
し
た
青
森
営
林
局
の

現
地
審
問
会
で
筆
者
は
、
「
新
た
な
森
林
施
業
」
に
変
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
、
時
代
は
転
換
し
て
い
る
と
、
局
の
方
針
に
強
く
需

を
し
た
G

そ
れ
に
対
し
て
時
の
局
長
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
自
分
が
本
庁
計
画
課
長
の
時
に
林
政
審
議
会
で
全
て
審
議
済
み
だ
と
言
う
だ

け
で
、
取
り
合
お
う
と
も
し
な
か
っ
た
。

(
側
林
業
経
済
研
究
所

・
理
事
長
)
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